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１　令和８年度国民健康保険事業費会計予算について　

子ども・子育て支援分

【令和８年度保険料の賦課限度額（国民健康保険法施行令に定める額）】

【低所得者の保険料負担軽減】

　法令により定められた所得基準額を下回る世帯は、均等割の７割、５割、２割を減額しています。
８年度は、５割及び２割の所得基準額が変更になります。

減額割合

７割

５割

２割

43万円＋10万円×（給与所得者等の数－１）以下

43万円＋31万円（変更前：30.5万円）×被保険者数＋10万円×（給与所得者等の数－１）以下

43万円＋57万円（変更前：56万円）×被保険者数＋10万円×（給与所得者等の数－１）以下

７年度

８年度

引上額

医療分 支援分 介護分

66万円 26万円 17万円

67万円 26万円 17万円

1万円 - -

所得基準（令和７年中の総所得金額等の合算額）　※下線部が変更部分

子ども・子育て
支援分

-

3万円

3万円

介護分
均等割料率 16,200円 15,340円 860円

810円

支援分
均等割料率

医療分
均等割料率 40,870円 40,060円

医療分 90,157円 88,402円 1,755円

3,690円 - 3,690円

13,380円 13,110円 270円

所得割料率 8.33% 8.49% △0.16 ポイント

１人あたり
医療費

全体 （当初予算時） 437,320円 426,320円 11,000円

28,905円 506円

介護分 12,785円 12,013円 772円

全体 （当初予算時） 136,043円 129,320円 6,723円

支援分 29,411円
１人あたり
保険料

令和８年度
(Ａ)

令和７年度
(Ｂ)

増△減
（Ａ）-（Ｂ）

被保険者数

　　　全体 540,000人 559,835人 △19,835人

介護２号被保険者数 195,000人 200,137人 △5,137人

（参考）世帯数全体 367,312世帯 383,436世帯 △16,124世帯

　令和８年度予算は全体で約3,116億円となり、令和７年度当初予算と比べ
て、約41.8億円の増となりました。予算額の増の主な要因として、県に納付
する国民健康保険事業費納付金の増等があります。これは、令和８年度より
保険料の徴収が始まる子ども・子育て支援納付金の新設などによるもので
す。なお、１人あたり医療費は増加する見込となっています。
　保険料率の決定にあたっては、令和７年度に引き続き、繰越金等を活用す
ることにより可能な限り保険料負担の緩和に取り組んでいます。

基　礎　数　値

均等割料率 1,770円 - 1,770円

所得割料率 0.34% - 0.34 ポイント

保険料率
（見込み）

所得割料率 2.62% 2.66% △0.04 ポイント

子ども・子
育て支援

分

所得割料率 2.84% 2.81% 0.03 ポイント

見込

見込

見込

見込

見込

見込

見込

見込
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(２) 一部負担金

(３) 国庫支出金

(４) 県支出金

(５) 財産収入

(６) 繰入金

(７) 繰越金

(８) 諸収入

※（）内は前年度

　被保険者数

(

　１件あたり医療費

(
　出産育児一時金

(
　葬祭費

(

③ 保健事業費

④ 審査費

(４) 予備費

⑤ 国民健康保険
事業費納付金等

② 特定健康診査・
　保健指導事業費

(３) 国民健康保険財政
調整基金積立金

歳　出　計

2,059,838

10,541

22,460

△ 3.37 レセプト審査支払手数料等

84,912 88,295 △ 3,383 △ 3.83 　健康教育の各区活動等

4,595,325 5.03
　国民健康保険法に基づく神奈川県に
対する拠出金等

559,239 578,758 △ 19,519

2,019,880 39,958

68,572,105

47,004,041

15,198,590

6,369,474

　保険給付費等交付金（保険給付に係る費
用の交付金）や保険者努力支援制度（保険
者の医療費適正化等の取組を評価する交
付金）等

　災害臨時特例補助金

1.364,181,322

△ 4.58

　P１の表を参照

件
3,639

歳　入　計

 １人あたり 56,686

10,541

30,610,269

5,243,000

448,544

311,601,533

4,508

29,918,373

1,125,500

470,078

307,420,211

6,033

691,896

　国民健康保険財政調整基金の運用収益
積立金

円

法定繰入のほか、
保険料負担緩和分等に対する繰入金  等

保険料負担緩和に活用

　職員人件費、一般事務費、市町村事務
処理標準化対応経費等

増加率(%)

△ 163

△ 1,397,581 △ 0.67

備        考

(１) 保険料

△ 1.80

1.15

△ 2.04

科　　目

年　　度 増△減
（Ａ）－（Ｂ）

785,171

△ 957,514

△ 273,745

183,232

0

令和８年度
（Ａ）

69,357,276

46,046,527

207,327,460205,929,879

△ 7.48

令和７年度
（Ｂ）

医 療 分

支 援 分

介 護 分

歳　　入 　（単位：千円）

311,601,533 307,420,211 4,181,322 1.36

4,508 6,033 133.83

10,000 10,000 0 0.00

　基金への積立及び運用収益等を積立

95,958,581 91,363,256

0.008

1.98

① 給付費 203,517,788 203,819,502 △ 301,714 △ 0.15

540,000

円

21,441 円)

件)

＠50万円 1,512 件

人

559,835 人)

1,624 件)

＠5万円 3,510

円

子ども・子育て
支 援 分

歳　　出 　（単位：千円）

年　　度 令和８年度
（Ａ）

令和７年度
（Ｂ）

増△減
（Ａ）－（Ｂ）

増加率(%) 備        考

8

(２) 保険給付費 302,180,358 297,869,691 4,310,667 1.45 　１人あたり医療費 437,320

科　　目

(１) 総務費 9,400,634 9,536,012 △ 135,378 △ 1.42

14,924,845

6,552,706 2.88

4,117,500

△ 21,534

365.84

133.83

2.31

2,1792,016

1,833,198 - 1,833,198 -
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県支出金

205,929,879千円
66.1%

保険料

69,357,276千円
22.3%

繰入金

30,610,269千円
9.8%

繰越金

5,243,000千円
1.7% その他

461,109千円
0.1%

令和８年度国民健康保険事業費会計予算〔歳入〕

歳入 306,601,533千円

一部負担金 8千円

国庫支出金 2,016千円

財産収入 10,541千円

諸収入 448,544千円

給付費

203,517,788千円
65.3%

国民健康保険事業費

納付金等

95,958,581千円
30.8%

総務費

9,400,634千円
3.0%

特定健康診査・

保健指導事業費

2,059,838千円
0.7%

その他

664,692千円
0.2%

令和８年度国民健康保険事業費会計予算〔歳出〕

歳出 311,601,533千円

保健事業費 84,912千円

審査費 559,239千円

国民健康保険
財政調整基金積立金 10,541千円

予備費 10,000千円
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７年度は、５割及び２割の所得基準額が変更になります。

43万円＋30.5万円（変更前：29.5万円）×被保険者数＋10万円×（給与所得者等の数－１）以下
43万円＋56万円（変更前：54.5万円）×被保険者数＋10万円×（給与所得者等の数－１）以下

※１人あたり医療費は一般・退職の合計額です。
※１人あたり保険料は医療分・支援分・介護分・子ども子育て支援分（R8～）の合計額です。

　１人あたり医療費と保険料の推移

392,049
404,907 413,568

426,320 437,320

116,610 120,505
134,694 129,320 136,043

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

450,000

500,000

R４年度（実績） R５年度（実績） R６年度（実績） R７年度（予算） R８年度（予算）

１人あたり医療費 １人あたり保険料

１人あたり医療費

１人あたり保険料
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こども・子育て

世帯を応援！
児
童
手
当
の
拡
充
や
妊
婦
の
た
め
の
支
援
給
付
な
ど

こ
ど
も
・子
育
て
支
援
の
拡
充
が
既
に
始
ま
っ
て
い
ま
す
。

給
付
の
拡
充
に
は
、
令
和
８
年
度
か
ら
始
ま
る

子
ど
も
・子
育
て
支
援
金
が
充
て
ら
れ
ま
す
。

児童手当の拡充
 所得によらず、支給の対象となり

ます。

 支給期間を高校生年代まで延長し

ます。

 第3子以降はより手厚く、一人当た

り月3万円に大幅増額します。

 4か月に1回から、2か月に1回の

支給になります。

※ 令和６年10月分から拡充

育児時短就業給付
 「育児時短就業給付」を創設し、こ

どもが２歳未満の期間に、時短勤

務を選択した場合、時短勤務時の

賃金の原則10％を支給します。

※ 令和7年度から実施

育児期間中の

国民年金保険料免除

 国民年金の第1号被保険者の方を

対象に、育児期間中の国民年金保

険料免除措置を創設します。

※ 令和8年10月分から実施

妊婦のための支援給付

 「伴走型相談支援」の面談と合わせ

て、妊娠届出時に5万円、妊娠後期

以降に妊娠しているこどもの数

×5万円、を支給します。

※ 令和7年度から実施

出生後休業支援給付
 「出生後休業支援給付」を創設し、

子の出生直後の一定期間内に両親

ともに14日以上の育児休業を

取った場合、最大28日間、手取り

の10割相当を支給します。

※ 令和7年度から実施

こども誰でも通園制度
 保育所等に通っていない0歳6カ

月から満3歳未満のこどもが時間

単位等で柔軟に利用できる制度で

す。こども１人当たり10時間／月

の利用が可能です。

※ 令和８年度より全国実施

拡充される給付の例

子ども・子育て支援金については、裏面に詳細があります。
5



こども家庭庁ホームページ

「子ども・子育て支援金

制度について」

こども家庭庁公式note

「最近話題の「子ども・子育て

支援金制度」について」

注）国保、後期は

被保険者のみが負担

国
（支払基金）

医療保険者

納付

納付

1/2

被保険者

賦課

●被用者保険者

（健保組合、協会けんぽ等）
●市町村（国民健康保険）
●後期高齢者医療広域連合

支援納付金

支援金

1/2

事業主

請求

子ども・子育て支援金の保険料（令和８年度）

※ こども（18歳に達する日以後の最初の３月31日以前である者。高校生年代）については、

均等割額が全額軽減されます。

徴収開始時期は〇月です。
※ 医療保険の保険料とあわせて徴収します。

※ 令和８年４月分からの保険料を〇分割でお支払いいただきます。

子ども・子育て支援金に係る保険料は所得割〇〇％、 均等割〇〇円になります。

Q 「子ども・子育て支援金制度」って？

全ての世代や企業のみなさまから支援金を拠出いた

だき、子育て施策の拡充に充てるもので、こどもや子

育て世帯を社会全体で支える制度です。

A

どうして「支援金制度」が必要なの？Q

A 近年、少子化・人口減少の進行が加速していることか

ら、政府は令和５年12月にこども未来戦略「加速化プ

ラン」を策定し、総額3.6兆円の次元の異なるこども・

子育て支援の拡充を実施することを決めました。支援

金制度はこれを支える財源の一部です。

収入が少なくても、
支払う必要があるの？

Q

A 支援金は所得に応じて拠出いただきますが、医療保険

料と同様に、低所得の方に対する保険料軽減措置を設

けています。

支援金の徴収の流れ

Q なぜ独身や高齢者も支払うの？

こどもたちは成長し、やがて社会保障制度の担い手

となることから、こどもの育ちを支える支援金制度

は全ての方にメリットがあるため、独身の方や高齢

者の方など全ての世代に加え、企業も含めた社会全

体で支える仕組みとしています。

A

支援金により負担が増えるの？Q

A 支援金の導入に当たっては、その裏側で社会保障

の歳出改革を行い、社会保険料の負担を軽減させ

るため、支援金による負担は相殺される仕組みに

なっています。このため支援金の導入による実質的

な負担はありません。

支える

全世代が支援
将来は
支えられる
側に

将来

支える

成長して
支え手に

現在

子ども・子育て支援金制度 Q&Aもっと知りたい！

こども家庭庁コールセンター 0120-303-272 （受付時間 平日９時から18時）お問い合わせ窓口

6



２ 第３期データヘルス計画等（令和６年度～令和 11 年度）の進捗について 

１ 第３期データヘルス計画等の令和７年度進捗報告 

  第３期データヘルス計画等における、令和７年度の進捗について報告します。 

(1) 特定健診及び特定保健指導の令和７年度実績（速報値）

令和７年度の特定健診受診率は、過去最高の数値となった令和６年度※の同月の受診率

を 0.2 ポイント上回っている状況です。特定保健指導は、現時点の終了者数が、令和６年

度同月から７人減少している状況です。 

令和７年度の受診率・終了率が確定するのは、令和８年 11月頃になります。 

【特定健診・特定保健指導の実績（速報値比較）】（ ）内は前年同月比増減 （単位：人） 

令和６年度（１月集計） 令和７年度（１月集計） 

特定健診 

対象者数 受診者数 受診率 対象者数 受診者数 受診率 

407,308 65,660 16.1％ 394,112 

（△13,196）

64,284 

（△1,376）

16.3％ 

（0.2％） 

特定保健 

指導 

対象者数 
初回面接 

終了者数 
終了者数 対象者数 

初回面接 

終了者数 
終了者数 

7,464 256 63 6,915 

（△549）

236 

（△20）

56 

（△7）

※令和６年度の特定健診受診率は 29.3％、特定保健指導終了率は 8.9％でした。

(2) その他保健事業の令和７年度進捗状況について

 その他保健事業ついて、令和７年度の進捗状況を報告します。 

（別紙１）「第３期横浜市国民健康保険データヘルス計画等の進捗状況」参照 

（資料１）「令和７年度特定健診未受診者勧奨ハガキ」参照 

２ 第３期データヘルス計画等の令和８年度実施事業について 

令和８年度における保健事業の主な変更点について御報告します。 

(1)特定健診受診勧奨動画の作成について

令和８年度に向け、更なる特定健診受診率の向上を図るため、特定健診の制度及び受診

券の発行依頼方法等について案内する受診勧奨動画を作成する予定です。 

(2)集団型特定保健指導事業の実施について

特定保健指導の未利用者対策の一環として、イベント形式の集団型特定保健指導を実施

し、利用率向上を図る取り組みを令和７年度に行いました。 
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今年度の実績をふまえ、令和８年度も引き続き本事業の実施を予定しています。 

（資料２）「令和７年度集団型特定保健指導「よこはま健康セミナー」案内チラシ」参照 

【令和７年度実績】 

ア 対象者

令和６年度特定保健指導対象者かつ９月末時点で未利用の動機付け支援対象者

3,600人に案内送付

イ 参加者

214名参加（３日間合計）※令和８年３月中旬頃に保健指導終了予定

(3)特定保健指導利用キャンペーンの終了について

コロナ禍により、令和２年度に休止した集団型特定保健指導の代替事業として、令和３

年度から「特定保健指導利用キャンペーン※」を開催してきましたが、令和７年度より集団

型特定保健指導を再開する運びとなったため、本キャンペーンは令和７年度の特定保健指

導利用者への景品発送をもって終了する予定です。 

※ 特定保健指導を利用した方の中から、抽選で 100名にクオカード 500円分を送付

(4)ジェネリック差額通知の発送回数見直しについて

ジェネリック差額通知は、令和７年度までは年間６回※1の発送を基本として運用してき

ましたが、長期収載品※2に対する選定療養の導入等の影響により、現在、後発医薬品数量

シェア率が上昇しています。

この状況を踏まえ、業務の効率化や費用対効果の観点から、令和８年度は年間２回の発

送に変更します。 

※１ 令和６年度の発送回数について

再委託先において、セキュリティ障害が発生したことから、当初予定より減少し、

年間４回（４月、10月、12月、２月）の発送となりました。 

※２ 長期収載品について

後発医薬品のある先発医薬品を指し、令和６年 10月より適用されています。 

日付 会場 コース 参加者数 参加率
食事コース 45 88%
運動コース 29 78%
食事コース 41 87%
運動コース 34 87%
食事コース 45 88%
運動コース 20 74%

214 85%合計

12月11日(木)

12月12日(金)

12月13日(土) 新横浜3丁目大ホール

横浜市開港記念会館

戸塚区総合庁舎多目的スペース
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(5)第３期データヘルス計画等中間評価の策定について

令和８年度は、第３期データヘルス計画等の中間評価として、計画前半期（令和６年度

から令和８年度）の進捗状況や成果を振り返り、後半期（令和９年度から令和 11年度）に

向けた事業の方向性や、取組内容等に関する方針をまとめた報告書の策定を行う予定です。 

74.0%

76.0%

78.0%

80.0%

82.0%

84.0%

86.0%

88.0%

90.0%

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

後発医薬品数量シェア

令和5年度 令和6年度 令和7年度
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別紙１

第３期横浜市国民健康保険データヘルス計画等の進捗状況

◎：達成　○：計画策定時の実績から改善　△：悪化またはその他

計画策定時の実
績

上段：目標値
下段：実績値

2022年度 2024年度 2025年度 2026年度 2027年度 2028年度 2029年度

(R4) (R6) (R7) (R8) (R9) (R10) (R11)

26.0 33.0 34.5 36.0 37.5 39.0 40.5

29.3 16.3
(１月時点)

14.3 18.9 19.7 20.6 21.4 22.3 23.1

16.4

250,000 260,000 252,000 244,000 236,000 228,000 220,000

297,760 274,770

-4.9
(R元)

-4.1
(R3)

-3.3
(R4)

-2.5
(R5)

-1.7
(R6)

-0.9
(R7)

0
(R8)

-10.7
(R3)

8.5 15.0 16.5 18.0 19.5 21.0 22.5

8.9 0.8
(１月時点)

61.0 65.0 68.0 71.0 74.0 77.0 80.0

72.9 81.1

26.4 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0

指標 項目

ａ

ｂ

１

生
活
習
慣
病
の
対
策

ｃ

(2)

特
定
保
健
指
導
利
用
勧
奨
事
業

アウト
プット
(実施量
率）

ａ

ｂ

アウトカ
ム

(成果)
ａ

アウトカ
ム

(成果)
ａ

(1)

特
定
健
診
受
診
率
向
上
事
業

アウト
プット
(実施量
率）

・健診費用の無料化を継続。
・特定健診受診券を送付。
・未受診者の特性に合わせた受診勧奨通知を送付。
・特定健診受診キャンペーンを実施。
・医療機関(かかりつけ医･薬局･歯科医院)や市民組織(保健活動
推進員等)からの受診勧奨を実施。
・各区役所での広報、ウェブサイトで健康情報を発信。
・受診券の電子申請による再発行受付を実施。

【今後の方向性】
・医療機関からの受診勧奨の強化。
・受診率が低い層へのインセンティブ･意識付けの検討。
・受診環境の整備を検討。
・マイナンバーカードを用いて特定健診結果が経年で閲覧できる
ことのさらなる周知。

・特定保健指導利用勧奨通知を送付。
・インセンティブとなるイベント型集団特定保健指導や特定保健
指導利用キャンペーンを実施。
・特定保健指導を健診と同日以降の早い段階で実施(同日実施)。
・ICTを活用した特定保健指導の推進。
・利用券の電子申請による再発行受付を実施。

【今後の方向性】
・特定保健指導実施機関数･同日実施機関数･ICTを活用した特定
保健指導を拡大する。

特定保健指導による特定保
健指導対象者の減少率
（%）

特定健診受診率（40歳～49
歳）（%)

未受診者勧奨通知送付数
（実人数）（人）

メタボリックシンドローム
該当者・予備群の減少率
（%）

特定保健指導終了率（%）

特定保健指導実施機関にお
ける同日実施またはICTを
用いた特定保健指導を実施
する事業者割合（%）

実施計画 評価指標 評価

◎

◎

△

〇

〇

〇

特定健診受診率（%)

【参考】0.8%

(Ｒ6.1月末時点)

【参考】16.1%

(Ｒ6.1月末時点)
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計画策定時の実
績

上段：目標値
下段：実績値

2022年度 2024年度 2025年度 2026年度 2027年度 2028年度 2029年度

(R4) (R6) (R7) (R8) (R9) (R10) (R11)

指標 項目実施計画 評価指標 評価

14.0
(R3)

20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0

12.0
(12月末時点）

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

100

0
(H30～R3)

0 0 0 0 0 0

１
（R1～R5）

72.1
(R3)

75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0

87.5
(R3)

90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0

70.4
(R3)

75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

100.0 100.0

12.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0

10.0 7.9

10.9 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0

12.4 9.5

13.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0

12.1 10.6

△

◎

(2)

重
症
化
リ
ス
ク
者
受
診
勧
奨
事
業

アウト
プット
(実施量
率）

ａ

アウトカ
ム

(成果)

ａ

ｃ

２

生
活
習
慣
病
等
重
症
化
予
防
対
策

(1)

糖
尿
病
性
腎
症
重
症
化
予
防
事
業

アウト
プット
(実施量
率）

ａ

ｂ

アウトカ
ム

(成果)

ａ

ア 糖尿病性腎症重症化予防事業
・個別保健指導プログラム及び糖尿病の受診や治療継続の勧奨を
実施。
・対象者全員へ案内通知を発送した後、電話にて対象者に合わせ
た保健指導と個別保健指導プログラムへの参加勧奨を実施。
・保健指導プログラムは、かかりつけ医と連携し、面談(ICT含
む)または家庭訪問、及び電話を組み合わせ、原則６か月間実
施。
イ 糖尿病等の重症化予防事業のうち、横浜市国民健康保険被保
険者を対象とした事業
・糖尿病等の発症リスクの高い方にダイレクトメールを発送し、
希望者に対して、集団支援または個別支援を実施。
・国民健康保険被保険者から対象者を抽出し、ダイレクトメール
を発送。
・その後、参加希望者に対して、区役所の保健師または栄養士に
よるグループ支援や、生活習慣改善相談等を利用した個別保健指
導を実施。

【今後の方向性】
(ア) 糖尿病性腎症重症化予防事業
・委託業者と事業進捗状況及び指導実施内容を検証し、保健指導
のさらなる質の向上に努める。
・対象者のうち、割合の高い高齢者にとっても、分かりやすい案
内文の作成や、対象者に合わせた電話勧奨を実施。
(イ) 糖尿病等の重症化予防事業のうち、横浜市国民健康保険被
保険者を対象とした事業
・糖尿病について、より分かりやすいダイレクトメールの作成や
保健指導内容の充実。

・特定健診結果及びレセプト情報から対象者を抽出し、リスクに
応じて医療機関への受診行動を促す通知(はがき)を送付。
・対象者抽出基準や勧奨資材内容については、横浜市医師会、横
浜市歯科医師会、横浜市薬剤師会に相談･説明し、事業内容の理
解･協力を得る。
・発送後の問合せには医療専門職が対応。
・特定健診対象者の内、歯周病検診対象者について、特定健診受
診券に歯周病検診等のチラシを同封し、歯周病検診の受診勧奨や
歯周病と全身疾患との関係･全身の虚弱化等を引き起こすオーラ
ルフレイル予防の周知を実施。

【今後の方向性】
・効果的な事業実施のため、横浜市医師会、横浜市歯科医師会、
横浜市薬剤師会とのさらなる協力･連携体制を検討。
・より効果的な勧奨回数や勧奨方法の検討。
・高齢者の特性を踏まえた事業対象者の検討。
・委託業者と効果検証を行い、受診勧奨の質の向上に努める。

ｂ

ｃ

ｄ

ｂ

糖尿病性腎症重症化予防事
業参加者割合（%）

糖尿病等の重症化予防事業
のうち、横浜市国民健康保
険被保険者を対象とした事
業対象者への通知発送率
（%）

△

△

◎

△

糖尿病性腎症重症化予防事
業参加者の人工透析導入者
数(人)

糖尿病性腎症重症化予防事
業参加者のHbA1c（糖代
謝）維持改善率（%）

糖尿病治療中の歯科未受診
者への受診勧奨後の歯科受
診率（%）

糖尿病性腎症重症化予防事
業参加者のeGFR維持改善率
（%）

HbA1c6.5～6.9％の方の糖
尿病に関する医療機関受診
者割合（%）

事業対象者への受診勧奨割
合（%）

受診勧奨値該当者への受診
勧奨後の受診率（%）

糖尿病治療中断者への受診
勧奨後の受診率（%）

【参考】12.2%

(R6.12月末時点)
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計画策定時の実
績

上段：目標値
下段：実績値

2022年度 2024年度 2025年度 2026年度 2027年度 2028年度 2029年度

(R4) (R6) (R7) (R8) (R9) (R10) (R11)

指標 項目実施計画 評価指標 評価

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

100 100.0

1.21 減少 減少 減少 減少 減少 減少

0.93 1.19

7.54 減少 減少 減少 減少 減少 減少

6.91 6.88

80.1 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0

85.3 89.2
(１月審査分)

３

適
正
受
診
対
策

(1)

適
正
受
診
勧
奨
事
業

アウト
プット
(実施量
率）

ａ

アウトカ
ム

(成果)

ａ

ｂ

ｃ

ア 重複･頻回受診対策事業
・重複投薬者･多剤投与者等に適正な受診を促す通知を送付。
・重複投薬者のうち、健康被害のリスクの高い対象者は保健師に
よる保健指導を実施。
イ ジェネリック医薬品普及促進事業
・切り替えにより自己負担額に一定額以上の差額が出る方へジェ
ネリック医薬品個別差額通知を送付。(横浜市医師会、横浜市歯
科医師会、横浜市薬剤師会、国民健康保険団体連合会との協力･
連携)
・国民健康保険被保険者証や保険料額決定通知書等に同封される
資材によるジェネリック医薬品普及促進の広報を実施。

【今後の方向性】
ア 重複･頻回受診対策事業
・効果的な服薬指導が行えるよう、横浜市医師会、横浜市薬剤師
会とのさらなる協力･連携体制を検討。
・より効果的な勧奨回数や勧奨方法の検討
イ ジェネリック医薬品普及促進事業
・さらなる普及啓発に向け、横浜市医師会･横浜市薬剤師会と効
果的な啓発方法等を検討。 ◎

◎

〇

◎

事業対象者への適正受診勧
奨割合（%）

重複投薬の患者割合（%）

多剤投薬（６剤以上）の患
者割合（%）

ジェネリック医薬品の使用
割合（%）

【参考】88.0%

(R７.１月審査分)
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令和７年度

特定健診未受診者勧奨

はがき資材(一部)

【１回目共通】はがき宛名面

7
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【参考】令和７年度 特定健診未受診者勧奨はがき資材（一部）

①前年度受診情報印字（不定期・昨年度受診あり）令和６年４月～12月に受診歴がある方に受診した医療機関を印字

表面中面

１回目発送はがき（発送日：令和７年９月12日）
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表面中面

②過去２～３年度受診情報印字（不定期・昨年度受診なし）過去２～３年度に受診歴のある方の受診機関を印字

１回目発送はがき（発送日：令和７年９月12日）

【参考】令和７年度 特定健診未受診者勧奨はがき資材（一部）
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表面中面

③通院中医療機関印字（未経験・通院あり）レセプト情報を元に通院中医療機関を最大２機関印字

【参考】令和７年度 特定健診未受診者勧奨はがき資材（一部）

１回目発送はがき（発送日：令和７年９月12日）
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④近隣医療機関印字（未経験・通院なし）近隣医療機関が検索できるサイトの２次元コードを印字

表面中面

【参考】令和７年度 特定健診未受診者勧奨はがき資材（一部）

１回目発送はがき（発送日：令和７年９月12日）
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【参考】令和７年度 特定健診未受診者勧奨はがき資材（一部）

２回目発送はがき（発送日：令和８年１月13日）

共通（ナッジ：タイムリー）

表面 中面
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よこはまよこはま

健康セミナー健康セミナー

身体年齢測定により、筋力と体形をスコア化！

同年齢の平均値と比較してみましょう。

手のひらをセンサーにあてるだけで測定できる

ベジチェック  ＆糖質チェックで、普段の食生活をみえる化！

食事コース
お弁当付き！

※開催場所、時間は裏面をご確認下さい。

みんなで健康について考えてみませんか？

運動コース フィットネスクラブ

1日利用券プレゼント！

無料無料

Ⓡ

ハマの元気ごはん提供店  の作ったお弁当を食べながら、

効率的な食事の摂り方を学びませんか？

※ハマの元気ごはん提供店とは、栄養バランスのよい１食の栄養価の基準を満たした食事(セットメニューや弁当）を

提供する店舗として登録されたお店です。

※当日ご提供するお弁当は、写真と異なる場合があります。

※フィットネスクラブ利用券の使用可能な施設は、ティップネス各店舗及びスポーツクラブNAS各店舗です。

【事業に関するお問合せ】横浜市健康福祉局保険年金課

TEL：045-671-4067 / FAX：045-664-0403

【セミナー内容や参加のお問合せ】ケアプロ株式会社　

TEL：03-5389-1220 / FAX：03-5389-1230

12  11 12 132025年 ・ ・

セミナー後はフィットネスクラブの利用券も

活用して、運動の習慣化を目指しませんか？

※本事業は「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づく特定保健指導の一環として、横浜市国民健康保険が、ケアプロ(株)との委託契約により
実施するセミナーです。物販等の販売を目的とした事業ではありません。

※お申込みいただいた方について、特定保健指導のため、特定健診の結果を委託先へ提供致しますのでご了承ください。本事業に係る個人情報
は、特定保健指導の目的以外に使用することは一切ありません。

※このセミナーに参加されますと、他機関で実施している特定保健指導にはお申込みいただけません。また、すでに特定保健指導を受けている
方は、このセミナーにお申込みはできません。

※このセミナーは、セミナー当日に横浜市国民健康保険被保険者の資格がある方が対象です。
※後日実施機関より連絡がある場合がございます。

月 日

推定野菜摂取量測定

※
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12月11日（木）

12月12日（金）

12月13日（土）

申し込み方法

1．二次元コード

2．電話：03-5389-1220

開催場所・日時

ケアプロ株式会社 横浜市健康セミナー担当までお電話ください。

申し込み受付後、詳細案内文を郵送いたします。

場所　

　横浜市開港記念会館　
 （中区本町1丁目6番地）

アクセス　JR・市営地下鉄線「関内駅」から徒歩10分
　みなとみらい線「日本大通り駅」1番出口から徒歩1分

時間　 ①10：00～12：00　食事コース
②13：30～15：30　運動コース

場所　

　戸塚区総合庁舎多目的スペース
　（戸塚区戸塚町16番地17  戸塚区総合庁舎3階）

アクセス　JR・市営地下鉄「戸塚駅」から徒歩２分

時間　　③10：00～12：00　食事コース
④13：30～15：30　運動コース

場所　　新横浜3丁目大ホール﻿
　（港北区新横浜3-19-14  加瀬ビル118  2階）

アクセス　

時間 ⑤10：00～12：00　食事コース
⑥13：30～15：30　運動コース

以下のいずれかの方法でお申込みください。
※参加できるのは、①～⑥のうち１コースまでです。
※お申込みの際、第二希望まで承ります。

←セミナー申込フォーム
読み込めない場合はお電話にてお申し込みください。

申込締切：11月14日(金)
各コース 先着50名様

お申し込みはお早めに!!

JR・市営地下鉄・相鉄線・東急線「新横浜駅」から徒歩6分

（平日9:00～18:00）
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